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及お
い
か
わ川　

正ま
さ
や也

（
毎
日
新
聞
専
門
編
集
委
員
）

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
就
任
1
カ
月

「
衝
撃
と
畏
怖
」作
戦
の
虚
実

連
邦
最
高
裁
の
判
断
が
焦
点
に

　

復
権
を
遂
げ
た
ト
ラ
ン
プ
米
政
権
の
2
期
目
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

連
日
の
よ
う
に
打
ち
出
す
政
策
は
、「
政
府
機
関
の
解
体
」
か
ら
「
地

球
規
模
の
関
税
」
ま
で
国
内
外
の
度
肝
を
抜
く
も
の
ば
か
り
で
、
あ

た
か
も
「
ト
ラ
ン
プ
革
命
」
劇
を
み
て
い
る
よ
う
だ
。
就
任
1
カ
月

で
署
名
し
た
大
統
領
令
の
数
は
１
０
０
件
を
超
え
、
歴
代
ト
ッ
プ
の

ス
ピ
ー
ド
だ
。
電
光
石
火
で
大
量
の
政
策
を
繰
り
出
す
戦
略
は
、「
フ

ラ
ッ
デ
ィ
ン
グ
・
ザ
・
ゾ
ー
ン
（
水
攻
め
）」
作
戦
と
も
「
シ
ョ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・
オ
ー
（
衝
撃
と
畏
怖
）」
作
戦
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
の
行

方
は

─
。

■
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
肖
像
画
と
「
ト
ラ
ン
プ
王
」

　

ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
就
任
し
た
1
月
20
日
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の

大
統
領
執
務
室
に
一
枚
の
肖
像
画
が
飾
ら
れ
た
。
描
か
れ
て
い
る
の

は
、
第
7
代
大
統
領
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
で
あ
る
。
執
務

室
の
装
飾
品
は
大
統
領
が
交
代
す
る
た
び
に
入
れ
替
え
ら
れ
る
。
1

期
目
に
も
飾
っ
て
い
た
が
、
バ
イ
デ
ン
前
大
統
領
は
取
り
外
し
、
改

第２期トランプ政権

定点
観測
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め
て
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
美
術
所
蔵
庫
か
ら
借
り
た
と
い
う
。
ア
ン
ド

リ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
肖
像
画
は
、
過
去
に
も
レ
ー
ガ
ン
元
大
統

領
ら
が
飾
っ
た
が
、
ト
ラ
ン
プ
氏
に
と
っ
て
飾
る
意
味
は
深
い
。

　

軍
人
だ
っ
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
、
す
ぐ
に
腹
を
立
て
、
激
怒
し
、
決

闘
を
し
た
が
る
粗
野
な
性
格
で
知
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
19
世

紀
初
頭
の
米
英
戦
争
で
活
躍
す
る
と
、
当
時
1
強
だ
っ
た
民
主
共
和

党
（
現
在
の
民
主
党
）
の
候
補
に
押
し
上
げ
ら
れ
た
。
当
時
の
ラ
イ

バ
ル
は
ジ
ョ
ン
・
ク
イ
ン
ジ
ー
・
ア
ダ
ム
ズ
国
務
長
官
。
１
8
2
4

年
の
大
統
領
選
に
は
2
人
を
含
む
計
4
人
が
同
じ
民
主
共
和
党
か
ら

出
馬
し
た
。
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
選
挙
人
数
で
最
多
を
獲
得
し
た
が
、
過

半
数
を
制
す
る
候
補
は
な
く
、
合
衆
国
憲
法
に
基
づ
き
下
院
で
の
決

選
投
票
と
な
っ
た
。

　

こ
の
と
き
、
決
選
投
票
に
進
め
な
か
っ
た
候
補
の
一
人
、
ヘ
ン

リ
ー
・
ク
レ
イ
下
院
議
長
が
「
反
ジ
ャ
ク
ソ
ン
」
の
立
場
か
ら
ア
ダ

ム
ズ
を
推
し
、
獲
得
し
た
選
挙
人
を
融
通
し
た
こ
と
で
、
ジ
ャ
ク
ソ

ン
は
逆
転
で
敗
北
す
る
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
と

そ
の
支
持
者
は
、
当
時
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
だ
っ
た
「
建
国

の
父
」
の
流
れ
を
く
む
ア
ダ
ム
ズ
ら
が
画
策
し
た
「
政
治
的
結
託
に

よ
る
不
正
選
挙
」
と
言
い
募
り
、
4
年
後
の
１
8
2
8
年
大
統
領
選

で
ア
ダ
ム
ズ
に
圧
勝
し
、
雪
辱
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

　

ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
と
し
て
初
め
て
大
統
領
に
登
り
つ
め
た
ジ
ャ
ク

ソ
ン
は
、「
反
エ
リ
ー
ト
」
を
唱
え
、
大
衆
に
足
場
を
置
く
ポ
ピ
ュ

リ
ス
ト
だ
っ
た
。
政
治
を
意
の
ま
ま
に
動
か
す
た
め
、
自
分
の
支
持

大統領令に署名し、ロバート・ケネディ・ジュニア新厚生長官（右）と記念撮影す
るトランプ大統領＝ホワイトハウス提供
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者
を
官
僚
に
起
用
す
る
猟
官
制
（
ス
ポ
イ
ル
ズ
・
シ
ス
テ
ム
）
を
導

入
し
、
政
府
の
肥
大
化
を
防
ぐ
た
め
に
国
立
銀
行
の
廃
止
に
動
き
、

州
の
権
限
を
重
視
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
た
。
そ
の
強
権
ぶ
り
か
ら

「
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
1
世
」
と
揶や

揄ゆ

さ
れ
た
が
、
白
人
男
性
普
通
選
挙

制
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
ジ
ャ
ク
ソ
ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

と
も
呼
ば
れ
る
時
代
だ
っ
た
。

　

ト
ラ
ン
プ
氏
は
ジ
ャ
ク
ソ
ン
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
2
０
2
０
年
大

統
領
選
で
敗
北
し
な
が
ら
「
選
挙
は
盗
ま
れ
た
」
と
主
張
し
、
4
年

後
に
堂
々
と
復
権
し
た
。
閣
僚
や
高
官
に
は
忠
誠
を
誓
う
側
近
を
登

用
し
、
教
育
省
や
国
際
開
発
局
（
U
S
A
I
D
）
な
ど
行
政
機
関
の

「
廃
止
」を
次
々
と
言
い
出
し
、国
防
総
省
や
中
央
情
報
局（
C
I
A
）、

連
邦
捜
査
局
（
F
B
I
）
な
ど
情
報
機
関
も
「
デ
ィ
ー
プ
・
ス
テ
ー

ト
（
影
の
国
家
）」
と
称
し
て
大
ナ
タ
を
ふ
る
う
。
そ
の
振
る
舞
い

は
あ
た
か
も
「
ト
ラ
ン
プ
王
」
の
よ
う
だ
。

■
大
量
の
大
統
領
令
で
「
水
攻
め
」

　

ト
ラ
ン
プ
氏
は
就
任
演
説
で
「
歴
史
的
な
大
統
領
令
に
署
名
し
、

米
国
を
完
全
に
復
活
さ
せ
る
た
め
に
常
識
の
改
革
を
始
め
る
」
と
表

明
し
た
。
そ
れ
か
ら
1
カ
月
。
署
名
し
た
大
統
領
令
は
2
月
19
日
時

点
で
１
０
4
件
に
上
る
。主
な
も
の
は
別
表
を
参
照
し
て
ほ
し
い
が
、

そ
の
範
囲
は
バ
イ
デ
ン
前
政
権
が
進
め
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
か
ら
環
境
に

至
る
ま
で
の
政
策
の
撤
回
か
ら
、
不
法
移
民
や
国
境
対
策
、
化
石
燃

料
開
発
に
関
連
す
る
規
制
の
緩
和
や
廃
止
、
高
関
税
政
策
、
連
邦
職

員
の
大
統
領
へ
の
服
従
義
務
に
ま
で
至
る
。

　

振
り
返
れ
ば
、
1
期
目
の
就
任
当
日
に
署
名
し
た
大
統
領
令
は
わ

ず
か
1
件
だ
っ
た
。
前
任
の
オ
バ
マ
元
大
統
領
が
導
入
し
た
医
療
保

険
制
度
（
オ
バ
マ
ケ
ア
）
を
で
き
る
限
り
早
く
撤
廃
す
る
の
が
新
政

権
の
公
式
の
方
針
だ
と
明
記
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
今
回
、
就
任
当

日
に
発
令
し
た
大
統
領
令
は
42
件
に
上
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
法
律
と

同
等
の
効
力
を
持
つ
行
政
命
令
は
26
件
を
占
め
る
。
1
週
間
か
け
て

署
名
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
助
言
が
周
囲
か
ら
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を

拒
否
し
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
た
手
法
を
「
フ
ラ
ッ
デ
ィ
ン
グ
・
ザ
・
ゾ
ー
ン
（Flooding 

the Zone

）」
と
呼
ぶ
の
は
、
1
期
目
に
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
首
席

戦
略
官
を
務
め
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
バ
ノ
ン
氏
だ
。
米
紙
ワ
シ
ン
ト

ン
・
ポ
ス
ト
に
こ
う
話
し
て
い
る
。「
就
任
初
日
に
あ
る
場
所
に
洪

水
を
起
こ
す
。
次
に
別
の
場
所
に
洪
水
を
起
こ
す
。
そ
の
あ
ま
り
の

量
に
圧
倒
さ
れ
、
対
処
で
き
な
く
な
る
。
す
べ
て
を
報
道
で
き
な
く

な
る
」。
ト
ラ
ン
プ
氏
と
対
立
す
る
民
主
党
、
メ
デ
ィ
ア
、
リ
ベ
ラ

ル
団
体
な
ど
の
「
抵
抗
勢
力
」
に
対
処
す
る
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た

戦
略
だ
と
い
う
わ
け
だ
。

　

ま
た
、
こ
の
戦
略
を
「
シ
ョ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
オ
ー
（Shock 

and A
w
e

）」
と
呼
ぶ
メ
デ
ィ
ア
も
あ
る
。
言
わ
ず
と
知
れ
た
こ
の

「
衝
撃
と
畏
怖
」
作
戦
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
（
子
）
政
権
の
ラ
ム
ズ
フ
ェ

ル
ド
国
防
長
官
が
2
０
０
3
年
の
イ
ラ
ク
攻
撃
の
際
に
使
っ
た
言
葉

だ
。
開
戦
前
、
ラ
ム
ズ
フ
ェ
ル
ド
氏
は
、
最
先
端
技
術
兵
器
を
駆
使
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し
、
一
気
に
攻
撃
す
る
こ
と
で
相
手
を
圧
倒
す
る
、
と
表
明
し
て
い

た
。
実
際
に
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
政
権
を
わ
ず
か
3
週
間
で
打
破
し

た
。
確
か
に
、
そ
の
「
衝
撃
」
の
効
果
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

2
月
19
日
時
点
の
大
統
領
令
の
う
ち
、
法
的
拘
束
力
を
持
つ
行
政

命
令
は
66
件
に
上
り
、
就
任
か
ら
１
０
０
日
の
間
に
50
件
を
突
破
し

た
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
の
記
録
を
わ
ず
か
30
日
で
破
っ
た
こ
と
に
な

る
。
1
期
目
で
は
就
任
30
日
後
は
十
数
件
だ
っ
た
の
に
比
べ
れ
ば
、

格
段
の
多
さ
だ
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
4
年
し
か
な

い
任
期
の
中
で
は
時
間
的
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
大
き
い
。
後
半
2
年

は
ほ
ぼ
レ
ー
ム
ダ
ッ
ク
に
な
る
こ
と
か
ら
逆
算
す
れ
ば
、
ス
タ
ー
ト

ダ
ッ
シ
ュ
は
重
要
だ
し
、
最
初
の
2
年
が
勝
負
と
な
る
と
考
え
て
い

て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

■
動
き
出
す
「
政
府
パ
ー
ジ
」

　

こ
う
し
た
戦
略
を
実
動
部
隊
と
し
て
入
念
に
準
備
し
て
き
た
、
そ

の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
1
期
目
か
ら
ト
ラ
ン
プ
氏
を
支
え
、
政
権

移
行
中
の
政
策
準
備
を
進
め
て
き
た
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ミ
ラ
ー
大
統

領
次
席
補
佐
官
だ
っ
た
と
、
米
紙
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
は
報
じ
た
。

「
ト
ラ
ン
プ
再
来
」
に
備
え
て
設
立
さ
れ
た
保
守
系
ヘ
リ
テ
ー
ジ
財

団
系
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
2
０
2
5
」
を
は
じ
め
、
ア
メ
リ
カ
再
生
セ

ン
タ
ー
、
ア
メ
リ
カ
フ
ァ
ー
ス
ト
政
策
研
究
所
な
ど
「
親
ト
ラ
ン
プ

派
」
シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
政
策
が
土
台
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。

　
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
2
０
2
5
」
が
最
も
特
徴
的
な
の
は
、「
行
政
国

主な大統領令
 （行政命令・覚書・布告など）

国内・経済 外交・通商

・南部国境に緊急事態宣言
・難民プログラムの再編成
・バンデン前政権の78の大統領令

等撤回
・連邦議会議事堂襲撃事件で有罪判

決受けた個人に恩赦
・急進的なＤＥＩ政策の終了
・政府効率化省の新設
・ ＥＶ補助金の廃止検討、ＬＮＧ輸出

手続きの簡素化
・死刑の復活と公共安全の保護
・紙ストロー廃止

・パリ協定離脱、ＷＨＯ脱退
・対外援助90日間停止
・不公正な貿易や対中経済関係を

見直す「米国第一」の通商政策
・「アメリカ湾」記念日
・メキシコとカナダに25%課税、

中国に10%追加関税
・鉄鋼・アルミニウム輸入に25％

関税
・国連機関への支援見直し
・国際刑事裁判所への制裁
・南アフリカへの支援停止
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家
の
解
体
」
に
踏
み
込
ん
で
政
策
提
言
し
て
い
る
こ
と
だ
。「
政
府
」

に
関
す
る
論
考
で
は
、「
連
邦
政
府
の
行
政
機
関
は
す
べ
て
大
統
領

の
直
接
統
制
下
に
お
く
べ
き
だ
」
と
提
言
す
る
。
こ
れ
に
は
司
法
省

な
ど
、
大
統
領
か
ら
独
立
し
た
権
限
を
持
つ
省
庁
も
含
ま
れ
る
。
こ

れ
は
、大
統
領
権
限
を
広
く
解
釈
す
る「
行
政
権
一
元
化
論（U

nitary 

Executive T
heory

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
米
同
時
多
発
テ
ロ

後
に
当
時
の
チ
ェ
イ
ニ
ー
副
大
統
領
ら
が
模
索
し
た
、
い
わ
く
つ
き

の
政
治
理
論
だ
。

　

大
統
領
令
に
よ
れ
ば
、
ト
ラ
ン
プ
氏
が
設
立
し
た
「
政
府
効
率
化

省
（
D
O
G
E
）」
は
、
政
府
機
関
を
再
編
・
再
構
築
し
、
技
術
と

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
を
活
用
し
て
政
府
機
能
の
生
産
性
を
最
大
化
す
る
こ

と
に
目
的
が
あ
る
。
実
業
家
の
イ
ー
ロ
ン
・
マ
ス
ク
氏
が
ト
ッ
プ
と

な
り
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ミ
ラ
ー
氏
の
妻
で
、
ペ
ン
ス
元
副
大
統
領

の
下
で
広
報
部
長
を
務
め
た
ケ
イ
テ
ィ
ー
・
ミ
ラ
ー
氏
ら
が
実
務
を

担
う
。
マ
ス
ク
氏
は
政
府
職
員
の
大
量
退
職
を
勧
奨
し
、
国
際
開
発

局
（
U
S
A
I
D
）
の
「
閉
鎖
」
を
表
明
し
、
教
育
省
は
「
も
は
や

存
在
し
な
い
」
と
公
言
す
る
。

　

D
O
G
E
チ
ー
ム
の
リ
ス
ト
ラ
は
「
政
府
パ
ー
ジ
」
と
も
呼
ば
れ

る
。
20
万
人
を
目
標
に
政
府
職
員
を
削
減
し
、
大
幅
な
規
模
縮
小
を

図
る
と
い
う
。
米
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
と
、
2
月
15
日
ま
で
に
約

9
5
０
０
人
が
解
雇
さ
れ
た
一
方
で
、
米
連
邦
人
事
局
に
よ
る
と
、

自
発
的
に
辞
職
を
申
し
出
た
職
員
は
約
7
万
5
０
０
０
人
に
上
る
と

い
う
。
ワ
シ
ン
ト
ン
市
内
に
点
在
す
る
連
邦
政
府
機
関
は
パ
ニ
ッ
ク

状
態
だ
。
U
S
A
I
D
の
職
員
は
出
勤
停
止
を
命
じ
ら
れ
、
教
育
省

に
入
ろ
う
と
し
た
民
主
党
議
員
ら
が
警
備
員
ら
に
入
館
を
拒
否
さ
れ

る
な
ど
、
混
乱
は
拡
大
し
て
い
る
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
果
た
し
て
う
ま
く
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
連
邦
議

会
が
法
律
で
設
置
を
決
め
た
行
政
機
関
を
大
統
領
の
独
断
で「
解
体
」

す
る
こ
と
に
対
し
、
多
く
の
専
門
家
は
「
で
き
な
い
」
と
考
え
て
い

る
。
三
権
分
立
を
規
定
す
る
合
衆
国
憲
法
は
、
権
力
間
の
「
抑
止
と

均
衡
」
を
重
視
す
る
。
米
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の

デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ス
ー
パ
ー
教
授
（
憲
法
学
）
は
米
U
S
ニ
ュ
ー
ズ
に

「（
初
代
大
統
領
の
）
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
よ
り
も
（
暴
君
と
評

さ
れ
る
）
ジ
ョ
ー
ジ
3
世
に
近
い
強
力
な
権
限
を
持
つ
大
統
領
に
な

る
」
と
懸
念
を
示
し
た
。

　

連
邦
政
府
の
機
関
を
新
設
す
る
権
限
は
議
会
に
あ
り
、
同
時
に
廃

止
す
る
権
限
も
議
会
に
あ
る
。ト
ラ
ン
プ
氏
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、

議
会
の
頭
越
し
に
大
統
領
権
限
で
す
べ
て
を
決
定
し
よ
う
と
い
う

「
違
法
」
な
権
力
の
行
使
だ
と
い
う
見
方
が
強
い
。
野
党
・
民
主
党

は
「
憲
法
違
反
だ
」
と
批
判
を
強
め
て
い
る
。
仮
に
ト
ラ
ン
プ
氏
が

「
閉
鎖
」
法
案
の
提
出
を
求
め
て
も
、
与
党
・
共
和
党
が
審
議
を
打

ち
切
り
採
決
に
持
ち
込
む
に
は
定
数
１
０
０
の
う
ち
「
60
票
」
が
必

要
で
、
わ
ず
か
に
過
半
数
を
握
る
現
状
で
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
。

■
「
閉
鎖
」
か
「
縮
小
」
か

　

そ
う
し
た
圧
力
に
押
さ
れ
て
、
違
法
と
さ
れ
る
「
閉
鎖
」
や
「
解
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体
」
で
は
な
く
、
行
政
権
の
範
囲
内
と
み
ら
れ
る
「
削
減
」
や
「
縮

小
」
の
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
の
場
合
、
議
会
が
介
入
す
る
余

地
は
さ
ら
に
広
が
る
。
大
統
領
は
予
算
教
書
を
発
表
し
、
議
会
に
予

算
を
提
出
す
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ト
ラ
ン
プ

氏
は
3
月
4
日
に
上
下
両
院
合
同
の
議
会
演
説
に
臨
み
、
そ
の
後
に

予
算
教
書
を
発
表
す
る
予
定
だ
。
そ
の
予
算
案
は
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス

の
行
政
管
理
・
予
算
局
（
O
M
B
）
が
策
定
す
る
。

　

O
M
B
局
長
に
は
第
1
次
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
続
い
て
ラ
ッ
セ
ル
・

ボ
ー
ト
氏
が
指
名
さ
れ
た
。
ボ
ー
ト
氏
は
ア
メ
リ
カ
再
生
セ
ン
タ
ー

の
所
長
を
務
め
、「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
2
０
2
5
」
の
主
要
執
筆
者
の

一
人
だ
。
ト
ラ
ン
プ
氏
が
進
め
る
「
メ
ー
ク
・
ア
メ
リ
カ
・
グ
レ
ー

ト
・
ア
ゲ
イ
ン
（
M
A
G
A
）」
運
動
の
中
心
的
な
人
物
で
あ
る
。「
マ

ル
ク
ス
主
義
の
乗
っ
取
り
」
に
対
抗
す
る
闘
い
と
位
置
付
け
、
南
北

戦
争
前
夜
の
１
8
6
０
年
こ
ろ
の
時
代
状
況
に
重
ね
る
こ
と
も
あ

る
。

　

こ
の
ボ
ー
ト
氏
が
管
理
す
る
の
が
、
年
間
約
7
兆
㌦
に
上
る
連
邦

予
算
だ
。
仮
に
教
育
省
や
U
S
A
I
D
の
予
算
を
残
し
、
そ
れ
を
大

幅
に
縮
小
し
た
と
し
て
も
、
予
算
審
議
を
通
じ
て
議
会
が
そ
れ
ら
の

予
算
枠
を
大
幅
に
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
は
い
え
、
上
下
両

院
と
も
与
党
・
共
和
党
が
多
数
派
を
占
め
て
お
り
、「
閉
鎖
」
に
慎

重
な
共
和
党
議
員
も
「
削
減
」
に
は
応
じ
る
可
能
性
が
高
い
。
こ
の

た
め
、
多
く
の
造
反
が
出
る
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
ト
ラ
ン
プ
氏
の

意
に
沿
っ
た
形
で
最
終
的
に
決
着
す
る
公
算
が
大
き
い
。

■
再
燃
す
る
法
廷
闘
争

　

一
方
で
、
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
法
廷
闘
争
の
行
方
が
焦
点
に
な

る
ケ
ー
ス
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
ト
ラ
ン
プ
氏
が
大
統
領
令
で

U
S
A
I
D
の
対
外
援
助
を
一
時
停
止
し
た
こ
と
に
対
し
、
首
都
ワ

シ
ン
ト
ン
の
連
邦
地
裁
は
援
助
停
止
の
一
時
差
し
止
め
を
命
じ
た
。

国
内
職
員
2
2
０
０
人
の
休
職
命
令
も
停
止
し
た
ほ
か
、
5
０
０
人

の
復
職
を
命
じ
、
海
外
の
職
員
を
米
国
に
呼
び
戻
す
大
統
領
の
命
令

を
取
り
消
し
た
。
こ
の
判
断
に
バ
ン
ス
副
大
統
領
は
猛
烈
に
反
発
し

て
い
る
。

　

ト
ラ
ン
プ
氏
が
署
名
し
た
大
統
領
令
に
基
づ
く
政
策
に
裁
判
所
が

す
で
に
「
ス
ト
ッ
プ
」
を
か
け
て
い
る
例
は
他
に
も
あ
る
。
米
国
で

生
ま
れ
た
子
供
に
自
動
的
に
米
国
籍
を
与
え
る
従
来
の
「
出
生
地
主

義
」を
見
直
す
大
統
領
令
に
は
一
時
差
し
止
め
命
令
が
出
た
。
ま
た
、

政
権
が
問
題
視
す
る
D
E
I
（
多
様
性
、
公
平
性
、
包
摂
性
）
へ
の

取
り
組
み
に
政
府
支
出
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
か
精
査
す
る
た
め
、

行
政
管
理
・
予
算
局
が
補
助
金
や
ロ
ー
ン
な
ど
の
政
府
支
援
を
一
時

凍
結
し
よ
う
と
し
た
が
、「
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
」
と
差
し
止
め
ら

れ
た
。

　

法
廷
闘
争
は
今
後
も
続
く
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
状
況
は
1
期
目
も

同
様
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
中
東
・
ア
フ
リ
カ
の
イ
ス
ラ
ム
圏
6
カ
国

の
国
民
の
入
国
を
禁
じ
る
大
統
領
令
が
裁
判
所
か
ら
差
し
止
め
ら

れ
、
最
終
的
に
連
邦
最
高
裁
は
条
件
付
き
で
部
分
的
に
執
行
を
認
め
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た
こ
と
で
決
着
し
た
。
一
方
、
子
供
の
と
き
に
親
に
連
れ
ら
れ
て
米

国
に
入
国
し
、
そ
の
後
不
法
滞
在
と
な
っ
た
若
者
の
救
済
措
置
を
廃

止
す
る
ト
ラ
ン
プ
氏
の
決
定
に
対
し
て
は
、
連
邦
最
高
裁
が
違
憲
の

判
断
を
下
し
、
制
度
存
続
を
認
め
て
い
る
。

　

1
期
目
で
は
、
実
際
に
公
約
し
た
政
策
が
達
成
さ
れ
た
比
率
は
、

前
任
の
オ
バ
マ
大
統
領
、後
任
の
バ
イ
デ
ン
大
統
領
と
比
べ
て
低
い
。

米
政
策
チ
ェ
ッ
ク
機
関
「
ポ
リ
テ
ィ
フ
ァ
ク
ト
」
は
、
公
約
の
実
行

を
チ
ェ
ッ
ク
し
、「
公
約
通
り
達
成
」「
公
約
に
修
正
を
加
え
て
妥
協
」

「
公
約
に
違
反
し
て
未
達
成
」
に
分
類
し
、
比
率
を
割
り
出
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
オ
バ
マ
政
権
は
「
達
成
」
47
％
、「
妥
協
」
27
％
、

「
未
達
成
」23
％
で
、公
約
達
成
率
は
修
正
を
含
め
て
74
％
に
達
す
る
。

バ
イ
デ
ン
政
権
は
順
に
33
％
、
32
％
、
34
％
で
、
達
成
率
は
修
正
を

含
め
65
％
だ
。

　

一
方
、1
期
目
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
、「
達
成
」23
％
、「
妥
協
」22
％
、

「
未
達
成
」
53
％
で
、
達
成
率
は
45
％
に
と
ど
ま
り
、「
未
達
成
」
を

下
回
る
。
代
表
的
な
公
約
違
反
と
し
て
例
示
し
て
い
る
の
が
、
オ
バ

マ
ケ
ア
の
廃
止
だ
。
連
邦
最
高
裁
は
退
任
後
の
2
０
2
１
年
6
月
に

廃
止
を
「
違
憲
」
と
退
け
た
。
一
方
、「
達
成
」
の
例
で
は
、
テ
ロ

リ
ス
ト
の
温
床
と
さ
れ
る
中
東
地
域
か
ら
の
移
民
を
差
し
止
め
た
こ

と
を
挙
げ
て
い
る
。「
妥
協
」
は
、
国
民
全
員
の
減
税
実
施
が
一
部

に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
。

　

ト
ラ
ン
プ
氏
の
政
策
を
監
視
す
る
の
は
、
今
回
も
裁
判
所
に
な
る

だ
ろ
う
。
リ
ベ
ラ
ル
な
自
治
体
や
人
権
擁
護
団
体
が
訴
訟
準
備
を
進

め
て
い
る
こ
と
は
、『
ア
ジ
ア
時
報
』
1
・
2
月
号
で
書
い
た
が
、

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
「
水
攻
め
」
に
相
次
い
で
司
法
が
ブ
レ
ー
キ
を
か

け
、法
廷
闘
争
は
早
く
も
本
格
化
し
て
い
る
。
ス
ー
パ
ー
教
授
は「
連

邦
最
高
裁
は
早
か
れ
遅
か
れ
、
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
の

シ
ス
テ
ム
を
試
さ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。
判
事
9
人
の
う
ち
保
守
派

6
人
、
リ
ベ
ラ
ル
派
3
人
の
現
状
で
は
「
そ
れ
が
放
棄
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
」
と
の
危
惧
も
示
す
。

■
「
貿
易
戦
争
」
の
標
的
は
中
国

　
「
政
府
の
解
体
」
が
米
国
内
で
大
き
な
問
題
と
な
る
中
、
世
界
を

戦
々
恐
々
と
さ
せ
て
い
る
の
が
、「
ト
ラ
ン
プ
関
税
」
だ
ろ
う
。
1

期
目
か
ら
「
辞
書
で
最
も
美
し
い
言
葉
は
関
税
」
と
言
い
放
ち
、「
タ

リ
フ
マ
ン
（
関
税
男
）」
と
自
称
し
て
き
た
。
就
任
演
説
で
は
、
初

代
「
関
税
男
」
の
異
名
を
と
っ
た
マ
ッ
キ
ン
リ
ー
大
統
領
に
つ
い
て

「
関
税
と
自
身
の
才
能
に
よ
っ
て
我
が
国
を
非
常
に
豊
か
に
し
た
」

と
た
た
え
、「
彼
は
生
ま
れ
な
が
ら
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
だ
っ
た
」
と

評
価
し
た
。

　

ト
ラ
ン
プ
氏
の
高
関
税
政
策
は
昨
年
の
大
統
領
選
の
大
き
な
焦
点

だ
っ
た
が
、
政
権
発
足
か
ら
1
カ
月
を
迎
え
る
中
、
輪
郭
が
ほ
ぼ
見

え
て
き
た
。
お
お
ま
か
に
言
え
ば
、
狙
い
は
①
国
境
の
安
全
保
障
②

中
国
と
の
地
政
学
的
な
戦
い
③
全
世
界
を
相
手
に
し
た
貿
易
赤
字
の

解
消
─
─
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
、
と
米
メ
デ
ィ
ア
な
ど
は
整
理
し

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
関
税
政
策
が
相
互
に
関
連
し
、
体
系
的
な
関
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税
政
策
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
不
明
だ
が
、
い
ず
れ
も
標
的
と
な
っ

て
い
る
の
が
、
中
国
だ
。

　

第
1
弾
と
な
っ
た
国
境
の
安
全
保
障
は
、
カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
、

中
国
を
標
的
と
す
る
も
の
だ
が
、
米
国
か
ら
見
れ
ば
、「
貿
易
戦
争

で
は
な
く
麻
薬
戦
争
だ
」（
ピ
ー
タ
ー
・
ナ
バ
ロ
大
統
領
上
級
顧
問
）

と
い
う
位
置
付
け
だ
。
カ
ナ
ダ
と
メ
キ
シ
コ
に
は
25
%
の
関
税
を
か

け
る
と
宣
言
し
た
が
、
実
施
直
前
の
ト
ッ
プ
折
衝
で
、
両
国
と
も
国

境
警
備
強
化
を
約
束
し
、
発
動
を
回
避
し
て
い
る
。
中
国
に
は
10
%

の
追
加
関
税
を
宣
言
し
、
中
国
は
屈
す
る
こ
と
な
く
報
復
合
戦
の
火

ぶ
た
が
切
ら
れ
た
。

　

中
国
が
打
ち
出
し
た
報
復
関
税
の
対
象
は
、
工
業
製
品
と
エ
ネ
ル

ギ
ー
製
品
を
中
心
に
計
80
種
類
に
上
る
。
石
炭
、
液
化
天
然
ガ
ス

（
L
N
G
）、
石
油
な
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
輸
入
品
に
15
%
、
ト
ラ
ッ
ク
、

キ
ャ
ン
ピ
ン
グ
カ
ー
、
農
業
機
械
な
ど
の
72
種
類
の
工
業
製
品
や
部

品
に
10
%
の
関
税
を
課
し
た
。
ま
た
、
米
国
の
関
税
は
「
差
別
的
で

保
護
主
義
的
」
で
あ
り
、貿
易
の
ル
ー
ル
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
、

世
界
貿
易
機
関
（
W
T
O
）
に
提
訴
し
て
い
る
。

　

ト
ラ
ン
プ
氏
は
追
加
関
税
発
表
後
、
メ
キ
シ
コ
、
カ
ナ
ダ
に
続
い

て
中
国
の
習
近
平
国
家
主
席
と
も
直
ち
に
電
話
協
議
す
る
意
向
を
示

し
て
い
た
が
、
翌
日
に
な
っ
て
見
送
ら
れ
、「
急
ぐ
必
要
は
な
い
」

と
の
姿
勢
に
転
じ
た
。
ト
ラ
ン
プ
氏
が
ト
ッ
プ
同
士
の
「
取
引
」
を

仕
掛
け
よ
う
と
し
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、
事
前
の
折
衝
が
不
調
に

終
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
専
門
家
ら
に
よ
れ
ば
、
中
国
は
ト
ラ
ン
プ

トランプ氏の「貿易戦争」の類型

麻薬戦争 安全保障 貿易赤字

国境の安全強化 鉄鋼・アルミ排除 「相互関税」導入

標的は中国

※「麻薬戦争」の写真は米国土安全保障省ホームページから。グアンタナモ収容所に移送される不法移民の犯罪者。
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政
権
1
期
目
の
教
訓
か
ら

準
備
万
端
で
臨
ん
で
い
る

と
い
う
。

　

米
国
に
よ
る
高
関
税
政

策
の
一
部
は
、
次
の
バ
イ

デ
ン
政
権
に
な
っ
て
も
継

承
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
間

に
中
国
は
技
術
力
を
向
上

さ
せ
、
国
内
で
の
製
造
力

を
高
め
る
「
内
製
化
」
を

図
り
、
貿
易
や
投
資
の
相

手
も
東
南
ア
ジ
ア
や
欧
州

な
ど
多
様
化
さ
せ
て
い

る
。
一
方
で
、
電
気
製
品

や
軍
事
機
器
の
主
要
部
品

と
な
る
中
国
産
レ
ア
メ
タ

ル
（
希
少
金
属
）
25
種
類

に
つ
い
て
、
従
前
か
ら
輸

出
規
制
を
か
け
て
い
る
。

中
国
は
中
国
で
我
慢
比
べ

を
す
る
余
地
は
あ
り
、
米

国
と
の
「
取
引
」
を
急
ぐ

必
要
は
な
い
と
の
判
断
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

第
2
弾
が
、
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
品
へ
の
25
％
の
追
加
関
税

だ
。
3
月
12
日
か
ら
実
施
す
る
。
こ
れ
も
に
ら
む
の
は
中
国
だ
。
中

国
は
世
界
の
鉄
鋼
生
産
量
の
54
％
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
は
60
％
を
占
め

る
。
米
国
は
鉄
鋼
や
ア
ル
ミ
製
品
の
多
く
を
カ
ナ
ダ
や
メ
キ
シ
コ
、

欧
州
連
合
（
E
U
）
か
ら
輸
入
し
て
い
る
が
、
カ
ナ
ダ
や
メ
キ
シ
コ

は
中
国
か
ら
の
輸
入
品
を
内
需
に
回
し
、
国
内
で
生
産
し
た
製
品
を

輸
出
に
回
し
て
い
る
。
安
価
な
中
国
製
品
が
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
第
三
国

を
通
じ
て
輸
入
さ
れ
て
い
る
事
例
も
多
く
、
そ
れ
を
排
除
す
る
狙
い

が
あ
る
。

　
「
相
互
関
税
」
と
呼
ば
れ
る
第
3
弾
は
、
米
国
製
品
に
高
い
関
税

を
か
け
て
い
る
国
や
地
域
に
、
米
国
も
同
じ
水
準
の
関
税
を
課
す
内

容
だ
。世
界
各
国
を
調
査
す
る
と
い
う
が
、や
は
り
メ
イ
ン
タ
ー
ゲ
ッ

ト
は
中
国
だ
。
米
商
務
省
の
発
表
に
よ
る
と
、
2
０
2
4
年
の
貿
易

赤
字
額
は
1
兆
2
１
１
7
億
㌦
（
約
１
8
5
兆
円
）
と
過
去
最
大
と

な
り
、
貿
易
赤
字
の
相
手
国
・
地
域
別
で
は
中
国
が
2
9
5
4
億
ド

ル
と
圧
倒
的
だ
っ
た
。
次
に
メ
キ
シ
コ
、
ベ
ト
ナ
ム
と
続
く
。

■
火
の
粉
か
ぶ
る
「
ト
ラ
ン
プ
地
盤
」

　

こ
う
し
た
高
関
税
政
策
に
よ
っ
て
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
米
国
内
の

物
価
上
昇
に
つ
な
が
る
こ
と
だ
が
、
興
味
深
い
分
析
を
米
ブ
ル
ッ
キ

ン
グ
ス
研
究
所
が
し
て
い
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
石
炭
や
石

油
、
液
化
天
然
ガ
ス
（
L
N
G
）
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
、
農
業
機
械
な
ど
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2000年代の政界再編を取材。防衛省や外務省を長く担当
し、東西冷戦後の日本の外交・安全保障政策を取材した。05
年ワシントン特派員。アフガニスタン・イラク戦争やオバマ氏
が勝利した08年大統領選を取材。政治部、経済部、外信部各
副部長を経て13年北米総局長。16年大統領選ではトランプ氏
を取材した。論説委員、論説副委員長を経て21年専門編集委
員。「琉球の星条旗」（講談社）の執筆と編集にあたった。



— 58 —

に
至
る
合
計
80
種
類
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
製
品
・
工
業
製
品
に
中
国
が
課

し
た
報
復
関
税
に
よ
り
、
米
国
内
の
特
定
の
地
域
経
済
・
雇
用
が
意

図
し
な
い
貿
易
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
多
く
が

ト
ラ
ン
プ
氏
の
支
持
地
盤
で
あ
る
と
い
う
指
摘
だ
。

　

ブ
ル
ッ
キ
ン
グ
ス
に
よ
る
と
、
影
響
を
受
け
る
雇
用
は
総
体
で
40

万
人
～
70
万
人
と
さ
れ
る
。特
に
影
響
を
受
け
る
と
み
ら
れ
る
の
が
、

ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
、
オ
ハ
イ
オ
州
、
ケ
ン
タ
ッ

キ
ー
州
、
ア
ラ
バ
マ
州
、
ウ
エ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・

製
造
業
地
帯
だ
。
例
え
ば
、
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
サ
ー
ジ
ェ
ン
ト
郡
の

雇
用
の
59
％
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
ギ
ブ
ソ
ン
郡
と
オ
ク
ラ
ホ
マ
州

ノ
ー
ブ
ル
郡
、
石
油
と
天
然
ガ
ス
の
拠
点
テ
キ
サ
ス
州
ア
イ
リ
オ
ン

郡
の
雇
用
の
そ
れ
ぞ
れ
30
％
以
上
が
影
響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
。

　

こ
う
し
た
州
・
地
域
で
は
、
2
０
2
4
年
大
統
領
選
で
ト
ラ
ン
プ

氏
が
勝
利
し
た
。
ま
た
、
関
税
の
影
響
を
受
け
る
産
業
に
携
わ
る
雇

用
者
の
割
合
が
10
%
以
上
を
占
め
る
郡
は
全
米
で
71
郡
あ
り
、

2
０
2
4
年
大
統
領
選
で
は
そ
の
す
べ
て
で
ト
ラ
ン
プ
氏
が
勝
利
し

た
と
い
う
。
地
方
都
市
は
共
和
党
を
支
持
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
そ

う
し
た
地
方
経
済
を
支
え
る
産
業
に
影
響
が
出
て
、
そ
れ
が
中
国
に

よ
る
報
復
関
税
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
場
合
、
地
域
住
民
が
ど
う
反
応

す
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、ブ
ル
ッ
キ
ン
グ
ス
は
、「
米
国
が
実
施
す
る
課
税
で
あ
れ
、

外
国
に
よ
る
報
復
措
置
で
あ
れ
、
各
地
の
雇
用
に
実
際
の
影
響
を
及

ぼ
し
て
お
り
、保
護
主
義
と
報
復
措
置
の
継
続
的
な
拡
大
に
よ
っ
て
、

よ
り
多
く
の
米
国
労
働
者
に
大
幅
な
混
乱
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が

高
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
の
影
響
が
す
ぐ
に
出
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
ト
ラ
ン
プ
氏
が
全
面
的
な
貿
易
戦
争
を
仕
掛
け
る
中
、
中

国
だ
け
で
な
く
欧
州
連
合
（
E
U
）
や
カ
ナ
ダ
な
ど
西
側
同
盟
国
と

も
報
復
合
戦
に
な
れ
ば
、
世
界
経
済
が
混
乱
す
る
こ
と
だ
け
は
間
違

い
な
い
。 

　


